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     開    議 

 

 

○大沼 久議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席通告議員はございません。

よって、ただいまの出席議員は定足数に達して

おります。 

 本日の会議は、配付しております議事日程第

２号をもって進めます。 

 

 

  日程第１ 市政一般に関する質問 

 

 

○大沼 久議長 日程第１、市政一般に関する質

問を行います。 

 なお、質問の時間は答弁を含めて60分以内と

なっておりますので、ご協力をお願いいたしま

す。 

 

 

   安部 隆議員の質問 

 

 

○大沼 久議長 それでは、順次ご指名いたしま

す。 

 初めに、順位１番、議席番号６番、安部隆議

員。 

  （６番安部隆議員登壇） 

○６番 安部 隆議員 おはようございます。 

 それでは、今定例会一般質問に際し、通告に

従い質問申し上げますので、当局の的確な答弁

をお願いするところでございます。 

 まずは、冒頭より一言申し上げながら質問を

進めてまいりたいと存じます。 

 ８月１日に、前会派平成会を脱会し、新会派

盟政会の設立に参加をいたしたところでありま

す。盟政会設立に当たっては他会派の方々には

ご心配やらご迷惑をおかけしましたが、政治に

おいて離合集散は時の趨勢と思っております。

決して私利私欲や罵詈雑言の範疇ではございま

せん。盟政会に参加をいたしました志を申し上

げたいと思っております。 

 市民の負託を受けた長井市の議員として従来

の役割や責任を果たしているのか自問すると、

疑問を感じざるを得ないのでございます。それ

は、当局提案に係る議案に対して自分の考えで

対応しているかという疑問であります。 

当局と議会は車の両輪のごとくと例えられて

おります。すなわち、当局提案議案等を原案の

まま可決させることが、当局と議会が車の両輪

の意味のごとくにとらえられがちですが、本当

の意味での車の両輪とは、議員、議会が市民の

負託を受けてしっかりした政策を提言し、その

政策を当局に実行させることが本来の車の両輪

の意味と解します。しかしながら思うに、本当

の意味の活動ができないのは、自分自身の問題

でもありますが、会派を考えた場合、活動に起

因することも感じられてなりません。 

 他市の会派を見ると、山形市、米沢市は４会

派、南陽市は３会派となっております。一方、

長井市においては５会派が存在し、議員同士や

会派間の風通しがよいとは言えず、意思疎通に

欠け互いに理解不足が見られ、悪い面が表に出

ることが多く、不快感を感じ、決してよい関係

にあるとは言いがたい面があることや、意思疎

通、共通認識に欠けることが多く、互いに誤解

を受けたり誤解を与えることとなっていると思

っております。 

 今の長井市議会の現状をかんがみて、当局と

議会が対等の立場に立って、市民が求める負託

にこたえられる崇高な議会活動の展開を目指し、

本当の意味の車の両輪となる議会の姿に改革す

る必要を感じたところでございます。 
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